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秋田県公報

監 査 委 員 公 告

　　　監査委員公告
　○平成22年度包括外部監査の結果報告書の公表……………………………………………………………………………１
　○監査結果の公表…………………………………………………………………………………………………………… 157

　平成22年秋田県告示第182号で告示された外部監査契約について、外部監査人から監査の結果に関する報告の提出が
あったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の38第３項の規定により、次のとおり公表する。
　　平成23年４月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　鶴　田　有　司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　樽　川　　　隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　大　山　幹　弥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　阿　部　博　昭
※以下別紙報告書のとおり
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　平成23年２月18日付けで提出された住民監査請求について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第４項の規
定により監査を実施したので、その結果を次のとおり公表する。
　　平成23年４月15日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　鶴　田　有　司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　樽　川　　　隆
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　大　山　幹　弥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県監査委員　阿　部　博　昭
第１　請求の受理
　１　請求書収受年月日
　　　平成23年２月18日
　２　請求人
　　　秋田市楢山城南新町８番11号　鈴　木　正　和
　　　秋田市桜一丁目５番19号　　　松　本　　　匡
　３　請求の要旨（原文）
　　⑴　仙北市税務課による確定（還付）申告書の偽造の疑いについて
　　　ア　仙北市（税務課）は、毎年２～３月に臨時税理士の資格で、同市住民らの所得税確定申告書の作成及び大曲

税務署等への確定申告の代理を行っている。
　　　　　同税務課は、住民Ａ、Ｂ、Ｃ（15、16、17年分）、Ｄ（16年分）、Ｅ（15、16、17年分）について、15年分

は16年３月10日に、16年分は17年２月16日に、17年分は18年２月14日から３月11日までの間に、源泉所得税の
還付を請求する確定申告書（以下、還付申告書）を作成し、15年分は17年３月26日に、16年分は17年３月９日
に、17年分は18年４月３日に大曲税務署にそれぞれ提出した。

　　　　　同税務署は右の還付申告を受け、例えば住民Ａの請求に対しては、15年分４万4,400円、16年分４万7,300
円、17年分４万1,000円、合計13万2,700円の所得税を還付した。

　　　　　同様にＢに合計12万5,440円、Ｃに11万2,840円、Ｄに５万5,900円、Ｅに12万3,140円を還付した。
　　　イ　今年１月中旬以降、Ａ、Ｄ、Ｅは、いずれも、仙台国税局職員２名の訪問を受け、右の確定申告について質

問を受け、修正申告（所得税の増額修正）を行い、不当に受領した所得税の返還をするよう指導され、その後
も訪問や電話で「期限が迫っているので、早く修正申告を」等の行政指導を受け続けている。Ｂ、Ｃは電話で
同様の行政指導を受けている。

　　　　　しかし、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅは、いずれも、右の確定申告に関与した事実がないため、その旨を税務署職員
に答えるとともに、秋田県生活と健康を守る会連合会（以下、秋田県生連）に右経緯を説明し、問題の解明等
を依頼した。

　　　　　そこで、秋田県生連会長は、２月16日、Ａ、Ｂ、Ｄとともに仙北市総務部長及び税務課参事に面会し、本件
の問題点について本人に対し説明責任を果たすこと、他の同様事例を含めた全容の解明を行うこと等を求め　
た。

　　　　　これに対し、同部長らは現段階では具体的な説明や今後の対応について答えることは出来ないとしつつも、
次の事実を認めた。

　　　　①　右還付申告書は仙北市が作成し税務署に提出したものであること。
　　　　②　同申告書２枚目（住民税用）が仙北市に存在していること（当日、本人にそのコピーを交付）。
　　　　③　この還付申告の記載によれば、還付金は同市によって差押えられ滞納市税に充当されていること。
　　　　④　同様の事例と思われる電話照会が税務課に数件あったこと。
　　　ウ　本件還付申告書は、次の理由で、いずれも、同市税務課によって偽造されたものと思われる。
　　　　①　Ａ、Ｂ、Ｃは、いずれも、当該年に還付申告をした事実がなく、還付金を受領した事実もなく、右還付申

告書についての関与を全く否定していること。
　　　　②　押印されている印影が本人の印とは違うこと。
　　　　③　医療費控除、社会保険料控除（国保、国民年金）、生命保険料控除、損害保険料について客観的事実と全

く異なる控除がされていること。
　　　　　　例えば、Ａには２年間、Ｂには３年間医療費控除がされているが、この間にＡが風邪をひいた程度以外に

医療を受けていない。
　　　　　　更に、Ｂ、Ｃは国保税の納税義務者でさえない。
　　　　④　Ｄ、Ｅは、当該年の申告書作成依頼をした事実はあるが、作成された申告書記載内容は客観的事実を無視

し税務課職員が架空の金額を記載したものである。
　　　　　　Ｄは、国民年金保険料を支払ってない他、国保税は３万9,500円の支払いに対し12万円が社会保険料控除

として記載されている。



�����－ 158 －

秋　田　県　公　報　　　　　　　  2011年 平成23年４月15日（金曜日）　  号外第1号

　　　　　　Ｅは３年間で130万100円の国保税を控除されているが、もともと平成14年７月２日に国保を離脱している
から、国保税支払いの事実そのものがなく、申告書を作成した職員は、その事実を知っている。

　　　　⑤　Ａ、Ｂ、Ｃの生命保険料や損害保険料は年によって不自然に変わっているほか、もともと３人とも右保険
に加入してもいないこと。

　　　　　　Ｅは住宅新築時に全労災の一括払いの共済に加入し、当該年には損害保険料を全く払っていないが、長
期、短期損害保険料控除が記載されている。

　　　　　　しかも、これらの控除は、本来は証明書・領収書の添付が義務付けられるものである。
　　　　　　ところが、市町村経由では税務課職員の「確認」で足り、税務署に証明書等が送付されない仕組みになっ

ていること、そして、本件ではその確認印が押され、税務署には源泉徴収票のみしか提出されていないので
あるから、税務課が偽造しようと思えば、それは容易であること。

　　　　⑥　同市税務課参事が認めるように、本件還付金は同市によって差し押えられ、滞納市税に充当されているに
もかかわらず、その事実が、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅのいずれにも通知されていないこと。

　　　　　　●　「財産を差し押さえたときは、差押調書の謄本を滞納者に交付しなければならない」（地方税法が準
　　　　　　　用する国税徴収法第54条）
　　　　　　通知が行われれば、本人が還付申告の事実を知ることになる訳であるから、これは、本件申告による国の

還付金支払いの事実を本人に隠蔽する目的以外には考えられず、本件申告が、同市税務課によって偽造、行
使されたものであることを物語っていること。

　　⑵　本件偽造による秋田県の損害
　　　ア　以上により、国は還付すべきでない所得税を還付し、損害を受け、その回復のため、「修正申告指導」をし

ている。
　　　　　しかし、損害を受けたのは国だけではない。
　　　　　仙北市税務課職員が倉庫から探し出して本人に交付した確定申告書（住民税用・事実証明参照）コピー等に

よれば、16～18年度県市民税は、この偽造申告書によって賦課決定されたことが明らかである。
　　　　　すると、前記の架空の医療費、社会保険料、生命保険料、損害保険料の控除により、県民税もまた、それだ

け少なく賦課徴収されることとなったことが明らかであり、それは県が受けた損害である。
　　　イ　本件偽造申告書の作成・行使は、税理士としての仙北市税務課長の指揮のもとに同課職員らが行ったもので

あるから、市の職務上の行為として県に損害を与えたものである。
　　　　　仮に、私法上の不法行為だったとしても、市の使用者責任は免れない。
　　　　　従って、知事ら、本件損害の回復に責任のある県職員は、仙北市に対し、損害賠償等の請求を行い、損害を

回復するための具体的措置をとる責任がある。
　　　ウ　本件は氷山の一角と見るのが相当である。
　　　　　なぜなら、本件還付申告は、有印私文書偽造、虚偽公文書作成その他の犯罪的手法によって行われている。

還付金の充当先が国保税等の滞納市税であることを考えれば、数人の、従って少額の還付金のために、このよ
うな危険な方法をとることは考えられない。

　　　　　同市は、本件と同時期に国保税収納率を操作して国の補助金を不正受給したことが発覚している。
　　　　　本件も又、それと表裏一体の不正と疑われても仕方の無い状態にある。
　　　　　県は、その国保会計の監査をしても、右不正を見抜くことも、是正させることもできなかった。
　　　　　従って、平成16～18年度県市民税の課税の根拠となった15～17年分所得税について同市税務課が作成・行使

した還付申告について、同市に報告を求め、本件と同様に県に損害を与えたものがないかどうか調査する必要
がある。

　　⑶　監査請求の主旨
　　　　以上により、知事ら本件損害の回復に責任のある県職員が、本件損害の回復のために損害賠償請求権等の行使

をしないこと、その他損害の回復のために必要な措置をとらないことが怠る行為にあたること等の勧告を、知事
に対して行うことを求める。

　４　事実証明書
　　　請求書に記載されている住民の確定申告書の写し等
　５　請求の対象となる職員
　　　知事ほか本件賦課徴収に関わった職員
　６　請求の要件審査
　　　本件請求については、地方自治法（以下「法」という。）第242条に規定する要件を具備しているものと認め受
理した。

第２　監査の実施
　１　監査の対象事項
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　　⑴　平成16年度から平成18年度の個人県民税は、本来の額より少なく賦課徴収されたため、県に損害が生じている
と言えるか。（本件請求書で対象とされている住民に係るものに限る。）

　　⑵　県が損害賠償請求等損害の回復のための必要な措置を講じていないことは、怠る事実があると言えるか。
　２　監査対象課
　　　総務部税務課
　３　請求人の証拠の提出及び意見の陳述
　　　法第242条第６項の規定により、平成23年３月14日に請求人に対し証拠の提出及び意見の陳述の機会を設けたと
ころ、請求書に記載されている住民の一部変更や、請求に至った事情の説明等の陳述がなされた。

　　　なお、証拠書類として、請求書に記載されている住民の確定申告書の写し等が追加提出された。
第３　監査の結果
　１　事実関係の確認
　　⑴　個人県民税について
　　　　個人県民税は、地方税法第24条に基づき、県内に住所を有する個人に対して、均等割額及び所得割額の合算額

によって課される税である。
　　　　均等割は１人当たり年額1,000円が課され、所得割は所得額に応じて課税金額が算定されるが、公的年金や医

療費等所得控除の対象がある場合は、それらを控除した後の所得額を基に課税される。
　　　　所得税の確定申告を行った場合は、その写しが市町村に送付されることから、個人住民税（市町村民税と県民

税）の申告書の提出は必要ない。
　　⑵　個人県民税の賦課徴収手続について
　　　　個人県民税の賦課徴収権は市町村にあり、市町村が市町村民税と併せて納税義務者に対して賦課、徴収するも

のである。
　　　　賦課資料として、各納税義務者の給与支払報告書等のほか、給与所得以外の所得がある場合や給与所得者で

あっても年末調整で調整しきれない控除等がある場合に税務署に提出される所得税確定申告書がある。
　　　　市町村は、これらの資料を基に市町村民税と併せて個人県民税を賦課し、徴収する。
　　　　市町村が徴収した個人住民税（市町村民税と県民税）は、賦課した個人住民税の総額に占める個人県民税の割

合であん分し、翌月10日まで県に払い込まれる。（地方税法第41条、第42条）
　　⑶　県の個人県民税賦課徴収手続への関与について
　　　　個人県民税の賦課徴収手続は市町村が行っており、県には市町村から個人住民税（市町村民税と県民税）全体

の賦課額等を記載した賦課額報告書が提出されるが、それには住民個人ごとの賦課額等は記載されていない。ま
た、所得税確定申告書等の課税資料も県は保有していない。

　　⑷　本件請求事案に対する県の対応について
　　　　平成22年11月11日、県に当該事案に関する匿名による投書があり、その翌日、仙北市に対し当該事案につい

て、早急に事実関係を調査するよう助言した。
　　　　同月下旬、同市から「当時の職員６名に事情聴取を行ったが、全員が投書内容について否定している」旨の報

告を受けたが、更に書類での突合を行うことや税務署に相談すること等を助言した。
　　　　また、同市からの要請により、当該事案の調査に従事させるため、本年４月から職員１名を同市に派遣してい

る。
　２　請求人の主張に対する監査対象課の見解（説明）
　　⑴　損害の発生について
　　　（請求人の主張）
　　　　平成16年度から平成18年度の個人県民税は、虚偽の確定申告が行われた結果、本来の額より少なく賦課徴収さ

れたため、その分県に損害が生じている。
　　　（監査対象課の説明）
　　　　本件請求による内容が事実であれば、本来の個人県民税額より少なく賦課されたことになる。
　　　　ただし、実際の損害額は、国税還付金の充当状況や個人県民税の本来の賦課徴収額、滞納の有無等、全体の事

実関係が明らかにならなければ算定できず、また、これらの事実関係は仙北市の調査によらないと確認できな
い。

　　⑵　県の対応について
　　　（請求人の主張）
　　　　本件損害回復のために損害賠償請求等の行使をしないこと、その他損害の回復のために必要な措置をとらない

ことが財産の管理を怠る行為に当たる。
　　　（監査対象課の説明）
　　　　個人県民税の賦課徴収権は市町村にあり、県にはない。
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　　　　しかし、本件請求事案について、県は仙北市に対して早急に事実関係の調査をするよう助言している。
　　　　県としては、同市や税務署の調査結果を踏まえて、損害の回復等について同市と協議することとしている。
　　　　こうした経緯からすれば、県の助言のもとに調査が進められている最中に出された請求であり、県には請求人

の主張する怠る事実はない。
　　⑶　対象住民以外の住民も含めた調査等の実施について
　　　（請求人の主張）
　　　　平成16年度から平成18年度の県民税課税の根拠となった、平成15年から平成17年分所得税に関し、仙北市（旧

角館町）税務課が作成・行使した還付申告について、同市に報告を求め、本件と同様に県に損害を与えたものが
ないか調査する必要がある。

　　　（監査対象課の説明）
　　　　仙北市の設置した所得税還付等調査委員会において、本件請求事案について調査を開始していることから、同

市の調査結果を踏まえて県の損害の回復について協議することとしている。
第４　監査委員の判断
　　　以上のような事実関係の確認及び監査の結果に基づき、本件請求について次のように判断する。
　１　平成16年度から平成18年度の個人県民税に係る県の損害について
　　　請求人は、平成16年度から平成18年度の個人県民税は、虚偽の確定申告が行われた結果、本来の額より少なく賦
課徴収されたため、その分県に損害が生じていると主張している。

　　　本件請求による内容が事実であれば、個人県民税の課税金額算定の基となる所得額が過少となり、本来の税額よ
り少なく賦課された可能性がある。

　　　しかし、監査対象課は、実際の損害額は、仙北市の今後の調査により住民個人ごとの住民税滞納処理状況等の事
実関係が明らかにならなければ算定できないと説明している。

　　　この説明は妥当であると考えられることから、現時点においては、県の損害の有無の判定や具体的な損害額の算
定は困難であると認められる。

　２　県の怠る事実について
　　　請求人は、本件損害回復のために損害賠償請求等の行使をしないこと、その他損害の回復のために必要な措置を
とらないことが財産の管理を怠る行為に当たると主張している。

　　　この点について、監査対象課は、個人県民税の賦課徴収権は市町村にあるとしたうえで、県は仙北市に対し本件
請求事案に係る調査の助言を行ったことを説明している。

　　　また、現在、同市によって行われている調査や税務署による調査結果も踏まえて、損害の回復等について同市と
協議することとしていることから、怠る事実はないと説明している。

　　　現時点においては、県の損害の有無の判定や具体的な損害額の算定は困難であることから、県が同市による調査
を待って損害の回復等について協議することとしていることは妥当と考えられ、県が同市に対して損害賠償請求等
を行わないこと等が財産の管理を怠る事実に当たるとは言えない。

　３　結論
　　　以上のとおり、請求人の主張には理由がない。
　　付記
　　県は、今後、仙北市による調査の結果を踏まえ、本件請求外の住民分も含めて県の損害が認められた場合は、速や
かにその回復のために必要な措置を講じられたい。
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